
 
 

－働いている方で－ 

 

◇ 職場でセクハラを受けて困っている 

◇ 会社に相談したけど対応してもらえない 

 

－事業主・人事労務担当者の方で－ 

 

◇ セクハラ防止対策として何をすればよいか 

◇ 労働者からセクハラの相談を受けたが、どのように対応すればよいか 

 

-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+: 

 

・日時  毎週月～金曜日 

     ９：３０～１６：００ 

・方法  電話または面談 

※ 面談の場合、事前に電話でお申し込みください 

・場所  神戸市中央区東川崎町１－１－３ 

神戸クリスタルタワー１５階 

兵庫労働局雇用均等室 

TEL ０７８－３６７－０８２０ 

 

☆ 相談は無料、秘密は厳守します 

☆ 上記以外の時間でも職員が随時対応しています 

（８：３０～１７：１５） 

お気軽にお電話下さい 

 

+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-: 

※ 性的な言動を伴わない「いじめ」や「パワハラ」、職場や労働と関係のない

セクハラの相談はお受けいたしかねます 

 

※ セクハラに関する資料（悩んでいませんか？職場でのセクシュアルハラスメント） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf�

